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1 落札

工　　事　　名
市道大光寺住吉線（住吉橋）橋

梁補修工事（その２）

条 件 付 き 一 般 競 争 入 札 結 果

担　　当　　課 企 画 総 務 部 財 政 課 予定価格（税抜き） 22,530,000

工　事　場　所 魚 津 市 住吉 地　内

開札（見積）
令 和 2 年 10 月 29 日 第 2038 号

年月日及び番号

業　　者　　名 第１回　（円） 消　費　税 落　札　金　額 順位 摘要

株式会社　関口組 22,300,000 2,230,000 24,530,000

千田建設　株式会社 22,400,000

（落札候補者の入札参加資格要件審査）

株式会社　関口組 22,300,000 2,230,000 24,530,000

調査基準価格（税抜き） 18,666,000 円
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1 落札

工　　事　　名 みらパークトイレ更新工事

条件付き一般競争入札（総合評価方式・簡易型Ｂ）結果

担　　当　　課 企 画 総 務 部 財 政 課 予定価格（税抜き） 21,070,000

工　事　場　所 魚 津 市 三ケ 地　内

開札（見積）
令 和 2 年 10 月 29 日 第 2033 号

年月日及び番号

業　　者　　名 入札金額（円） 技術評価点 評価値 落　札　金　額 順位 摘要

オダニホーム　株式会社 20,800,000 103.57 4.9793

千田建設　株式会社 20,700,000 105.71 5.1068

朝野工業　株式会社 19,500,000 108.57 5.5677 21,450,000

株式会社　大杉建設工業 20,300,000 100.71 4.9611

朝野工業　株式会社 19,500,000 108.57 5.5677 21,450,000

（落札候補者の入札参加資格要件審査）

調査基準価格（税抜き） 17,209,000 円
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1 落札

2

（１）関連工事

（２）継続工事
（３）近接工事
（４）近接営業所
（５）格付け業者が少数
（６）その他特別な理由

第３条第３項
（１）不誠実な行為の有無
（２）経営状況
（３）当該建設工事等に対する地理的条件
（４）手持の建設工事等の状況
（５）当該建設工事等の施工に対する技術的適正
（６）安全管理の状況
（７）労働福祉の状況

引用：魚津市建設工事等指名業者選定基準

工　　事　　名
市道吉島10号線舗装工事

指 名 競 争 入 札 結 果

担　　当　　課 企 画 総 務 部 財 政 課 予定価格（税抜き） 5,141,000

工　事　場　所 魚 津 市 吉島 地　内

入 札 年 月 日 令 和 2 年 10 月 29 日 第 2052 号

業　　者　　名 第１回　（円） 消　費　税 落　札　金　額 順位 摘要

朝野工業　株式会社 5,100,000

株式会社　ユアネクス 5,100,000

株式会社　関口組 5,050,000 505,000 5,555,000

山形建鐵　株式会社 5,080,000

調査基準価格（税抜き） 4,299,000 円

指名業者数
第2条による
（標準）

第４条による
（適用除外理由：　　　　　　　　　　　　）

選定基準
第３条第２項別表に

よる
（標準）

第3条第2項ただし書による

第４条による
（適用除外理由：　　　　　　　　　　）

配慮事項
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水産物供給基盤機能保全事業
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1 落札

2

2

5

（１）関連工事

（２）継続工事
（３）近接工事
（４）近接営業所
（５）格付け業者が少数
（６）その他特別な理由

第３条第３項
（１）不誠実な行為の有無
（２）経営状況
（３）当該建設工事等に対する地理的条件
（４）手持の建設工事等の状況
（５）当該建設工事等の施工に対する技術的適正
（６）安全管理の状況
（７）労働福祉の状況

引用：魚津市建設工事等指名業者選定基準

工　　事　　名
経田漁港浚渫工事

指 名 競 争 入 札 結 果

担　　当　　課 企 画 総 務 部 財 政 課 予定価格（税抜き） 6,328,000

工　事　場　所 魚 津 市 東町 地　内

入 札 年 月 日 令 和 2 年 10 月 29 日 第 2048 号

業　　者　　名 第１回　（円） 消　費　税 落　札　金　額 順位 摘要

株式会社　東城 6,280,000

朝野工業　株式会社 6,200,000 620,000 6,820,000

株式会社　関口組 6,250,000

千田建設　株式会社 6,250,000

株式会社　森長組 6,300,000

調査基準価格（税抜き） 5,356,000 円

指名業者数
第2条による
（標準）

第４条による
（適用除外理由：　　　　　　　　　　　　）

選定基準
第３条第２項別表に

よる
（標準）

第3条第2項ただし書による

第４条による
（適用除外理由：　　　　　　　　　　）

配慮事項


